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 江口忠博委員の総括質疑 

 

 

○蒲生光男委員長 順位１番、議席番号３番、江

口忠博委員。 

○３番 江口忠博委員 お疲れさまでございます。 

 それでは、総括質疑、始めさせていただきた

いと思いますが、項目がたくさんありますので、

答弁者の方々におかれましては簡潔に答弁のほ

うお願いしたいと思いますが、まず市長にお伺

いをさせていただきます。 

 地場産センターの支援事業についてでありま

すが、ふるさと納税事業の受託によって得られ

る返礼品の取り扱いの売り上げですけども、こ

の利益をどう考えるかという雑駁な言い方であ

りますが、ご質問させていただきます。 

 せんだっての産業・建設常任委員会の協議会

で示されました地場産センターの支援事業、資

料がございますが、ここでは地場産センターで

のこの事業の収入見込みとして1,080万円が計

上されておりました。この事業で臨時の雇用者

が３名というふうにも説明がされてありました。

このふるさと納税、大変実績としますと本当に

右肩上がりで上ってきておりまして、インター

ネットで市のホームページから見たところによ

りますと、２月の24日現在で１万3,451件、寄

附者の申し出の総額が１億4,622万5,000円と大

変大きな数になっております。 

 この寄附者の方々は当然市が考えております

さまざまな施策に対して共感をし、応援をして

寄附をしてくださるということでありましょう

が、返礼品によって地域の経済効果が発揮でき

るということもよく理解をしております。これ

が地場産センターの売り上げに関係してくると

なりますと、地場産センターへの納入事業者、

出品者ですね、センターへの、からも地場産セ

ンターは販売手数料として徴収しているわけで

すけども、その辺のところのまず販売手数料を

どういうふうに考えていらっしゃるか、市長の

ほうにお伺いしたいと思います。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 まず、ふるさと納税の趣旨についてはご承知

のとおりだと思います。江口委員からは地場産

センターの手数料ということでありましたが、

形としては、今のところ１万3,000人ぐらいの

方で、入金はまだ全部お済みじゃないかもしれ

ませんが、それは全て基金として市のほうで基

金に入ります。返礼品については、一般財源で

地場産業振興センターのほうに委託してるわけ

ですけども、来年から委託するということです

か、今の状況では地場産センターの協力を得て、

これ１万件の発送というとかなり大変です。で

すから、地場産センターとしても人を臨時に雇

用して何とか、毎日職員が遅くまで出荷時期は

苦労されて発送したということでありますけれ

ども、地場産業振興センターは私ども市とは全

く違う法人格を持った団体ですので、そこの利

益をどう思うかということは、これ一般の例え

ば商店とかいろんな会社と同じようにやっぱり

考えるべきだと思っております。 

 地場産業振興センターになぜ返礼品のほうを

任せたかということでありますが、長井を中心

としたこの地域の、置賜地域の特産品を幅広く

扱っている、唯一ではありませんけれども、長

井市としては一番代表的な会社、法人だという

ことでありますから、そこに返礼のほうをお願

いしたということは、当然向こうも、向こうと

いいますか、地場産センターも業としてやって

るわけですよね。ですから、市の外郭団体みた

いな位置づけではあるんですが、それはそれで

独立採算でやらなきゃいけないと。ただし、運

営費そのものの一番大きい赤字の部分を占める

のが会館の使用なわけですね。会館の使用は全
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部、例えば365日毎日塞がってやっととんとん

ぐらいの状況なんですよ。ところが利用率はそ

んなに高くないわけで、そうすると、その赤字

の部分については市のほうから支援という形で

補助金をいただいて運営をしているということ

でありますので、物産業務については、これは

利益を上げるのがそれは法人としては当然だろ

うというふうに私は考えておりますので、例え

ば米沢牛なんかは一番売れてるわけですけども、

その米沢牛を販売する際は市内の希望する扱っ

てるお店のほうに見積もりなどをお願いして、

そして応じていただいたところには基本的には

全て扱っていただいて卸していただくという手

続をやってると思いますので、これは通常の商

行為だというふうに思っているところです。 

○蒲生光男委員長 ３番、江口忠博委員。 

○３番 江口忠博委員 返礼品について、一般財

源から支出ということも理解をいたしました。

ちょっと見ますと感じるところは、多くの市民

の方々はそうなのかな、誤解があったらごめん

なさい。寄附をいただいて、返礼品というのは

大体その寄附から２割か３割か、大体私たちも

そうですよね、何か物を差し上げたときの返礼

というのはそこから差し引いた額が寄附になっ

てしまうみたいな印象をどうしても持ってしま

うのですが、これは一般財源からということで

理解をしました。 

 ということは、一般財源からここのところの

支出が出てるということは、市民の方のこれは、

何というかな、返礼品の中には市民の方々の気

持ちがお礼として入ってるということに解釈で

きますですよね、一般財源からですからね。そ

うしますと、例えば業者選定に当たって、例え

ば地場産センターの納入業者じゃない方々にと

ってもぜひお返しをしたいもんだと、寄附者の

方々の気持ちをありがたく受けとめて、私、市

民からもいろんな返礼をしたいというふうな思

いがあったときには、地場産センター以外の納

入業者以外の方の商品というか、取り扱ってる

もの、物品についてももっと選定の幅を広げて

いくということも、これは意味としては大事な

ことなのかななんていう気もするわけですけど

も、今後地場産センター以外の方からぜひ私の

も返礼品に使ってほしいというふうなことの思

いが届いたときには、どんなふうに対処されま

すか。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 返礼品の品目は市の企画調整課

のほうで決めてるわけでありまして、地場産セ

ンターで決めてるものではございません。平成

26年度は25品目から選んでいただくようなスタ

イルをとったと。特に長井、山形の名産として

米沢牛とかサクランボとかラ・フランス、そし

て米など、あとはそれ以外にもいろいろなもの

25品目だからあるわけですけども、27年度につ

いては、26年度おかげさまで県内でも非常に伸

びた部類だと思います。35市町村の中で上位で

あることは確かだと思うんですが、来年はもっ

と熾烈な争いになるんじゃないかということか

ら、担当課のほうでも品目についてはいろいろ

幅広く考えてるようでございます。したがって、

ぜひうちのこういったものも取り扱っていただ

きたいということについては、市のほうで来年

度に向かって市民に広く募集するということは

今の段階では考えておりませんが、やはり品目

がじゃあ何百もあったほうがいいのかというと

そういうわけでもないというふうに考えて、代

表的なものとしてセレクトしておりますので、

もし具体的にこういったものどうだとか、江口

委員が聞いていらっしゃる方がいらっしゃった

ら、ぜひ担当課のほうにでもご提言いただけれ

ばというふうに思います。ただ、ある程度量が

ないとだめだと思うんですが、そういったこと

なども考えられるんではないかと思います。 

○蒲生光男委員長 ３番、江口忠博委員。 

○３番 江口忠博委員 ありがとうございます。 
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 これはいただく方がどんなものを希望される

かということについては、いろんな情報を得な

いと難しいんだと思います。ミスマッチがあっ

てもいけませんし、効率的じゃない返し方もよ

くないと思いますので。 

 ふるさと長井しあわせ大使の方々などからの

意見とかリクエストなんていうことについては、

今まで聞かれていらっしゃいましたか、返礼品

の選定に関して。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 ふるさとしあわせ応援大使の方でふるさと納

税をしていただいてる方はもちろん何名もいら

っしゃるわけですけども、その方から直接こう

いったものということは、私は直接はお伺いし

てません。どちらかというと応援大使の方たち

は、返礼品を別に目当てではなくてご寄附いた

だいてます。ただ、今回１万3,000人ぐらいの

方のずっと名簿とかなんか見ますと、どちらか

というと返礼品を最初から考えてご寄附いただ

いてるというふうに考えられる方が多いのかな

というふうに思ってます。 

 どういうことのご意見などがあったかという

ことについては企画調整課長のほうから、ふる

さと応援大使の担当をしていただいてますんで

答弁いたさせます。 

○蒲生光男委員長 谷澤秀一企画調整課長。 

○谷澤秀一企画調整課長 ふるさと応援大使との

ほうの懇談の中で出てきたものとしては、まず

山形といえばサクランボ、そしておいしい果物

というのがまず最初にありました。あとは米沢

牛、そしてこちらの特産品であるお米です。そ

ういったところが応援大使との懇談の中でお聞

かせいただいた意見です。 

○蒲生光男委員長 ３番、江口忠博委員。 

○３番 江口忠博委員 ありがとうございます。

応援大使の名前上げましたのは、例えば東京事

務所があるわけですよね。ご寄附いただいてる

方は首都圏の方が多いのかなという印象ですけ

ども、あるわけですけど、ぜひ首都圏在住の

方々の希望、お考え、アイデアなんていうこと

もぜひ東京事務所、あるいは応援大使の方々の

考えというかな、その気持ちも少し酌み取りな

がらの返礼品の選定ということも必要ではない

かなというふうな思いで質問させていただきま

したけども、今、サクランボとか牛肉とか米と

か、これは長井だけでなくて、大体この辺の地

域、山形県内大体そんなふうな返礼品の展開が

多いと思うんですが、できるだけ長井らしさを

あらわす返礼品をこれからつくっていくには、

なかなかそれがすぐ選んでいただけるものにな

るかどうかということも考えますと難しいのは

わかりますが、ただ、牛とか米とかサクランボ、

果物というのはすごい競争があって、その中で

長井をチョイスしていただくというのもなかな

か厳しいことになろうかと思います。 

 実は長井のさまざまな政策に対して寄附して

くださるというお気持ちを酌めば、当然お礼状

なんかもお渡しするわけですけども、事業の中

で取り組んでる施策の成果、おかげさまでこん

なふうに使われて、こんなふうな成果も生まれ

ましたよみたいなことの、報告書というかたい

ものでもないんでしょうけども、そういった結

果を今後お伝えしていくということの汗もかか

ないと、リピーターとしてずっと長井を支援し

てくださるという思いが続いていくためにも、

本当にお礼の気持ちとすれば返礼品だけでなく

て、その後のどんなふうに効果がありましたと

いうようなことまで含めてお伝えしていったほ

うがいいのではないかというような気もします

が、そこについては市長、どんなふうに感想を

お持ちかお聞かせください。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 江口委員おっしゃるとおりで、

４項目から選んでいただくことにはなっており

ますが、それらの報告をやはりきちんとしたい
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なと。あわせて、長井を選んでいただいたわけ

ですから、しかも私ども行政側からとってみれ

ば貴重な個人情報を預かってるわけですから、

その管理はしっかりともちろんするわけですが、

リピーターとして長井のファンになっていただ

くように、そういった長井の観光も含めたご案

内も含めて、ぜひご寄附いただいた事業の成果

も一緒にお伝えしなきゃいけないと思います。 

 なお、47都道府県全て、県内からもいただい

てます。そういう状況です。 

○蒲生光男委員長 ３番、江口忠博委員。 

○３番 江口忠博委員 長井の政策の大きな柱の

中に交流人口の拡大ということもあります。ぜ

ひご寄附をしていただいた方々には長井に足を

運んでいただけるような、縁をますます深めて

いけるような、後の後々のフォローもぜひして

いただきたいということをまず申し上げて、期

待してこの項目の質問を終わります。ありがと

うございました。 

 続きまして、商工振興課長のほうにお伺いし

ますが、実践型地域雇用創造事業についてとい

うことで、成果としましては雇用者が大変順調

に成果として上がってると、雇用者数が出てる

ということでいいのですが、雇用者の方々の定

着率はどのようになってるかということをちょ

っとお聞きしたいと思います。 

 これは最長３年間の事業ということでありま

すが、今までスキルアップ事業であるとか雇用

創造への支援事業であるとか、さまざまな講習

会等を行われてることも承知をしております。

単に企業に就職する、雇用してもらうというこ

とだけでなくて、みずから起業するというとこ

ろまでのスキルアップもしていらっしゃるとい

うことも知ってますので、大変いい、これは事

業だというふうに思っております。その後の創

業者はどのぐらいの数があるのかはちょっと承

知をしていませんが、この間の協議会での報告

では、かなりの雇用者、ことし１月現在で26年

度については目標51名に対して60名、ちょっと

９名ほどの増加でありましたけども、その前の

年は高いですね。目標34人に対して93名の雇用

ということを聞いております。ぜひその後の追

跡調査というか、定着率など、おわかりでした

らばちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○蒲生光男委員長 梅津和士商工振興課長。 

○梅津和士商工振興課長 江口委員のご質問にお

答えいたします。 

 江口委員ご案内のように、雇用創造事業につ

きましては、25年の７月から２年９カ月の一応

期間というようなことで実施をしている事業で

ございます。今ご質問の中にありましたように、

協議会の資料にもお出ししましたが、25年度の

実績については雇用の目標34人に対しまして93

人というふうに大幅に上回りました。就職面談

会を１回開催したわけでございますが、それも

120人の参加というような状態になっています。 

 26年度、今年度でございますけども、今おっ

しゃられましたように目標は51人というふうに

掲げていますけども、１月末の現在で今のとこ

ろ60人というふうに、これは委員のご質問の中

にあったとおりでございます。さらに、面談会

につきましては、これもありましたけども、こ

としは２回開催させていただきまして194人と、

１回は飯豊町の雇用対策協議会との共催という

ふうなことになっておりますけども、そういう

実績を残しております。 

 ご質問の件の定着率というようなことではご

ざいますが、これにつきましては、正直なとこ

ろ、今現在、追跡調査などを実施しているわけ

ではございませんし、厚生労働省からもそうい

う調査をせよというようなまず指示がございま

せんので、統計立って定着率がどのくらいある

かという調査をしているわけではございません

が、委員がおっしゃられましたように例えば面

談会の中では、昨年もそういえば来ていらっし

ゃった人がいるようだというようなこともあり
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ますので、このことにつきましても今後できる

だけ確認などする機会がありましたらそういう

ことをさせていただきながら、もしそういう定

着率につながるような事業とかセミナーの開催

方法とか時期とか講師とかというようなことに

ついて、ご意見やいろいろ調査の結果そういう

ことが出てきましたら、最終年の27年度に向け

て事業の修正といいますか、検討なども加えて

いきたいというふうに思っております。 

○蒲生光男委員長 ３番、江口忠博委員。 

○３番 江口忠博委員 ありがとうございます。 

 定着率をしっかり見ていくということももち

ろん大事だと思いますし、スキルアップ事業、

さまざまなセミナーの効果というのが、それを

受けた方にとって本当にそれが効果がある事業

だったのかということをやっぱりどこかで検証

していかないと、有効的な事業にはならないん

だろうなというような気がするわけです。です

ので、先ほど課長は以前にも受けた人が雇用、

どこかで就職したはずなのにまた再度お見えに

なってるということの実態はあるということで

したので、その辺を端緒にしていいのかわかり

ませんが、ぜひ広くスキルアップセミナー等々

のいろんな講習会の効果がどのようなところに

あらわれているのかということもぜひ検証すべ

きだなというふうに思いますので、まだ事業は

継続してますので、もう一年、新年度を含めて

28年の夏ぐらいまであるんですね。ぜひお願い

したいと思います。 

 この事業がスタートするときに尋ねたことが

あるんですが、雇用創造協議会で雇用する人も

既に就職者数には、雇用者数には入っているん

だということでありましたが、今実際、雇用創

造協議会の中での職員の定着率はどうなんです

か。時々ホームページで新しく募集というのは

何回か出ましたけども、その定着はいかがなん

でしょうか。 

○蒲生光男委員長 梅津和士商工振興課長。 

○梅津和士商工振興課長 江口委員のご質問にお

答えいたします。 

 雇用創造協議会には２つの形態がございます

けども、実践支援員のほうでございますが、４

名の定員でございますけども、お一人の方がお

やめになりまして、かわりの方というふうな現

状でございます。 

 あとは、そういう意味では定着率はいいほう

なのかなというふうに思います。 

 以上です。 

○蒲生光男委員長 ３番、江口忠博委員。 

○３番 江口忠博委員 今、募集してる最中なん

ですね、まだね、もう一人。はい、わかりまし

た。 

 どんな職場もそうですけども、職場環境が悪

いから１人欠けているのかどうかわかりません

が、いい職場環境をぜひ雇用創造協議会そのも

のがまず率先してつくっていただきたいという

ふうに思います。 

 これ全て求職者と雇用側がいつもベストマッ

チということじゃないと思います。ここんとこ

ろは定着率等々も考えても、なかなかそう簡単

にはいかない問題だということは承知をしてお

りますが、これ長井の場合は、移住定住の促進

の中に課題として上げられるのは、働く場所を

どう創出するかということがいつも課題として

上げられています。この事業が３年間の国の事

業ということで受けたその後、市としてもこう

いった雇用をつくり出す事業、あるいは就労に

つなぐようなさまざまなセミナーとか、商工会

議所でもやっているんでしょうけども、そこに

ついては市のほうもこれからも継続してこの事

業を続けていくことが必要ではないかというふ

うな気もしますが、課長はその辺についてどん

なふうにお考えかお聞かせください。 

○蒲生光男委員長 梅津和士商工振興課長。 

○梅津和士商工振興課長 江口委員のご質問にお

答えいたします。 
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 今おっしゃったように、25年の７月から始め

たもんですから、３年間ということで28年の３

月に一旦事業としては終了する予定になってお

ります。今のところ残り１年ございますので、

その後のことにつきましては、まだ正直なとこ

ろ検討いたしておりません。ただ、国のほうで

は、27年度の新規採択というのをことし募集を

しているようでございます。我々は28年まであ

るもんですからそこは情報として聞いておりま

すけども、その後、国のほうとして28年度に新

しいまた同じ補助事業があるかどうかというの

は、まださらに１年先の話でございますので情

報が入っておりませんけども、しっかりと、今

江口委員おっしゃったように秋から冬にかけて

検証をしながら、じゃあその次の継続事業をど

うするかということをしっかりと確認しながら

進んでいきたいというふうに思っております。 

○蒲生光男委員長 ３番、江口忠博委員。 

○３番 江口忠博委員 ありがとうございます。

国の事業があるかなしかということも重要なポ

イントではあるということは理解をしますが、

ぜひこれは市独自で何か新しい施策としてもつ

くっていただきたいなと思うわけです、28年度

以降ですね。 

 というのは、これだけたくさんの方々が雇用

創造協議会の事業に集っていただいて、そして

就職、あるいは雇用の成果も上がってるという

ことがある。ニーズがやっぱりあるわけですよ

ね、市民の方々の。働く場が欲しい、どんなふ

うにして就職につなげていっていいか、いろい

ろスキルも身につけたいと、そういったニーズ

がしっかりあるということが現時点でわかって

いるわけですんで、ここのところをやっぱりぷ

つっと28年３月以降切ってしまうというのはや

はり市民の方々の需要に応えてないということ

にもなりますし、さっきも申し上げましたけど

も、今、地方創生の流れの中でどんどん都会か

らこちらのほうに人を移動してこさせるという

国の考え方もある中においては、地方のやっぱ

り働ける場所ということをいかにつくっていく

かということがこれから本当に大きな課題にな

ってきますし、それが成功しているところと成

功していない地方ではやはりかなりの差が出て

くると思います。ですから、ここについてはせ

っかく成果が上がってる事業でありますんで何

らかの形で継続していただきたいと思うんです

が、これ答弁者は市長を求めていませんが、今

の私と課長のやりとりを聞きながら、市長、も

し感想があれば、委員長のお許しがあればです

けども、市長にお答え願えればと思うんですが、

感想で結構です。 

○蒲生光男委員長 今度、答弁者漏れのないよう

に、答弁者に記載してください。今回は許可し

ます。 

 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 このたびの実践型雇用創造事業

につきましては、東芝ライテックの工場閉鎖と

いうことがあって、かつて平成17、18、19と３

年間、以前やったことはあったんですが、なか

なかうまくその当時は成果上げられなかったん

ですけども、今回そういった反省を踏まえて実

践型に取り組んだと。委員からも評価していた

だいておりますし、このたびの実践型について

は新商品の開発であったり、さまざまな市場マ

ーケティングの調査とか、そういったこともで

きる事業だなというふうに思っておりますので、

もし今回の事業が終わった後、そういった制度

が残ってるとすれば、ぜひ引き続きこの事業を

継続していくべきじゃないのかなというふうに

私は現段階で考えておりますので、ぜひご指導

いただきたいというふうに思います。 

○蒲生光男委員長 ３番、江口忠博委員。 

○３番 江口忠博委員 考慮していただきまして、

ありがとうございます。わかりました。期待を

しています。 

 次に、今市長のほうからも少しおっしゃって
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いただきましたけども、商品開発などもこの雇

用創造協議会ではしておりますけども、商品開

発によって市内の事業者が販売額の増加に伴う

雇用者の増加、増大ということも想像はできる

わけですけれども、今、馬肉ラーメン肉まん、

大変私もいただいて、おいしい肉まんだなと、

しかも変わった肉まんだなと思いまして、これ

はどういうふうにヒット商品につながっていく

のかは全国制覇できるかどうかも含めてまだま

だ未知数ではありますが、ほかにも商品開発を

今手がけているというふうに聞いています、豆

乳のプリンであるとかですね。 

 商品開発が実際、今、東京事務所なども一生

懸命首都圏に向けた消費調査というか、出口の

調査みたいなところも、市場調査ですか、とい

うことも含めてやってくださっているようには

聞いておりますけども、これからの戦略としま

して、商品開発がどのように雇用につながる、

就労につながっていくのかという戦略的なとこ

ろまでお考えのところがあれば、ちょっとお聞

かせください。 

○蒲生光男委員長 梅津和士商工振興課長。 

○梅津和士商工振興課長 江口委員のご質問にお

答えします。 

 江口委員、今おっしゃったように、26年度か

ら本格的に商品開発に取り組みまして、馬肉ラ

ーメン肉まんとアスパラ麺をまずつくりました。

馬肉ラーメン肉まんのほうは実用新案の今出願

中というふうなことで、市内の７業者、関係業

者７業者が馬肉ラーメン肉まん組合というのを

結成いたしまして商品の販売、それから販路拡

大などにみずから取り組んでいるというふうな

状態でございます。 

 今おっしゃいました、この３月の末にまた新

しい商品開発の成果を発表すべく、秘伝豆を使

いました豆乳プリンを第３弾というようなこと

で開発をしているところでございます。それら

のものにつきましてはまだ本当に生まれたてで

ございますので、これから販路の開拓などにつ

きましては行政としても支援していかなければ

ならないところでございますが、民間の先ほど

申し上げました馬肉ラーメン肉まん組合の方な

んかが積極的に東京事務所などを利用されまし

て今頑張っていらっしゃいますので、それを応

援していきたいというふうに考えております。 

○蒲生光男委員長 ３番、江口忠博委員。 

○３番 江口忠博委員 これに伴っての、例えば

将来的な雇用増の数値などというのはつくられ

ているか、そこんところもちょっとお聞かせく

ださい。 

○蒲生光男委員長 梅津和士商工振興課長。 

○梅津和士商工振興課長 今のところ具体的に馬

肉ラーメン肉まんで何人とかアスパラ麺で何人

という、ちょっと雇用は今のところ正直描けま

せんけども、やはりそれが少しずつ定着してい

けば、製造過程とか販売過程、流通の過程にお

きまして雇用が生じるというようなことにはな

るのではないかというふうには考えております。 

○蒲生光男委員長 ３番、江口忠博委員。 

○３番 江口忠博委員 そうだと思うんですね。

さまざまな過程で雇用のチャンスが生まれる可

能性があるということである、つまりそういう

答弁だと思いますので、私も全く同じ思いであ

りますので、ぜひ商品開発、これから今、さっ

き農林課の資料を委員のテーブルにも入ったよ

うでありますが、６次化の推進協議会の名簿と

いうのが出ましたですね。ここと一緒にまたさ

まざまな商品開発をしていくんだと思いますが、

ぜひご期待を申し上げておきます。 

 東京事務所を本当に効果的に使うことが必要

でして、こちらにはどうしても販売先を市場を

どんどん広げていこうと思ったときには首都圏

のほうにも行かざるを得ないわけです。いきな

りこれ外国というわけにもなかなかいかないん

でしょうけども、まず首都圏の方々のニーズ調

査、商品への感想などもぜひぜひ継続的に聴取
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していっていただきたいということを期待をし

ながら、希望を申し上げておきたいと思います。

ありがとうございました。 

 質問の３つ目、大きな項目で３つ目でありま

す。農林課長のほうに次はちょっとお尋ねをし

たいと思います。 

 農産物等ブランド化推進事業と重点作物産地

化推進事業についてということでの項目を上げ

させていただきました。この間の一般質問で、

私も農林課長のほうには質問させていただいた

んですが、少し答弁の中で不明瞭というか、よ

く聞き取れない、中身がよく理解できないとこ

ろもあったんで、ちょっと引き続きの質問で大

変恐縮でありますが、させていただきます。 

 販売代金の支援ということで、認証農産物の

生産者にこれどれだけ寄与するかということを

まずお聞きしたいのですが、新年度予算に計上

されています農産物等ブランド化推進事業に75

万円計上されております。前年度は60万円だっ

たんですが、これ75万円に少し上がりました。

しかし実際は、認証農産物を菜なポートで販売

した場合、販売代金の５％を支援することでブ

ランド化を目指すものとして、この予算額は前

年度の60万円よりも減って55万円の予算計上に

なってるんですね。26年度末の見込みがこの事

業に対して60万円としているにもかかわらず来

年度55万円ということは、伸びが見込めないと

いうことだというふうに思うわけでありますが、

実質的になぜこれが減ってしまったのかという

ことをまず農林課長のほうにお聞きします。 

○蒲生光男委員長 孫田邦彦農林課長。 

○孫田邦彦農林課長 お答えいたします。 

 予算総額といたしましては75万円を見込んで

いるわけでありますけども、その中の菜なポー

トでの部分では55万円。さらには、今度学校給

食のほうにも、今までは学校給食に出して補助

金のほうを対象にしてなかったというようなこ

ともございまして、そちらを該当させるという

ようなことで、新年度は。そちらのほう20万円

ほど見ております。したがって、菜なポートの

ほうでの部分が若干減るのでないかなというよ

うなことで、総額的には上がってるんですけれ

ども、そのような考え方で総額75万円というよ

うなことにさせていただいたところでございま

す。 

○蒲生光男委員長 ３番、江口忠博委員。 

○３番 江口忠博委員 総額で75万円というふう

にアップされたというふうなお答えでありまし

たけども、協議会での私が質問したときには、

学校給食への納入目標値は定めてないというこ

とで、まだまだ未知数のところでということで

あったと思いますね。学校給食へのブランド野

菜、つまり地場の認証野菜の納入に関してはま

だまだ未知数だということだと思います。 

 やっぱり55万円、でも今年度の見込みが60万

円なんですよね。まだ26年度の見込みが、菜な

ポートの中での認証作物への手当てというのは

60万円であるわけですよね。これをやっぱり55

万円に下げていくというのは、若干疑問が残る

わけです。学校給食のほうにその分振り分ける

というふうに、そういった目標をお考えという

ふうに理解してよろしいんですか。ですから、

学校給食に認証農産物をふやしていくというこ

との決意がここには込められているというふう

に解釈してよろしいですか。 

○蒲生光男委員長 孫田邦彦農林課長。 

○孫田邦彦農林課長 学校給食のほうに回ります

と、やっぱり直売所で販売する部分が減るだろ

うというようなことで、ただ、全体的には60万

円から75万円とふやしていきたいというような

考え方でございます。 

○蒲生光男委員長 ３番、江口忠博委員。 

○３番 江口忠博委員 一般質問でも申し上げま

したけども、こういった作物については、出口

のところが確保されているかいないかによって

生産者の意欲が全然違ってくるということはご
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案内のとおりだということも一般質問でも申し

上げました。学校給食に関しては出口がそろっ

てるわけですね。学校給食で使う農産物の量と

いうのはありますので、そこに目がけて地場の

もの、あるいは認証野菜を向けていくというこ

とは比較的システムが整えばできないことじゃ

ないと。ましてことしは、26年度は専門の職員

を１人配置しながらそこへの取り組みをしてき

たわけですので、ぜひ学校給食には、今課長が

気持ち込めておっしゃってくださったように、

ぜひ認証野菜を多く取り込めるように、生産者

への働きかけをよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 ブランド化ということなんでしょうけども、

この議論というのは以前の農産物ブランド化戦

略会議の中でもいつも言われてきました。つま

り、出口というのがないとなかなか生産意欲に

もつながらないということでありましたんで、

今回は本当に学校給食という出口があるわけで

すので、よろしくここは頑張っていただきたい

というふうに思います。 

 時間もなくなってきましたんで、次の重点作

物の選定要件はどこにあるかということをお尋

ねをいたします。 

 重点作物には、ここ何年か行者菜という野菜

が取り上げられてきました。それなりの、商工

会議所などもそうですが、さまざまな団体、組

織で作付と販売の支援を行ってきたというふう

に承知をしておりますが、これについてはかな

り高い収益性もあるということでありました。

長井の特産品になり得る希少性もあるというこ

ともお聞きをしました。しかし、まだ販売戦略、

先ほどの出口のところですが、戦略に欠けてい

るというところもあって、まだまだ伸び悩んで

いるが、これからの発展の可能性もあるだろう

というようなことの未知数なところがたくさん

あるわけですが、そもそも重点作物になるには

選定要件としてどんなものがあるのか、選定要

件もないのか、その辺のところをちょっと課長

にお尋ねをしたいと思います。 

○蒲生光男委員長 孫田邦彦農林課長。 

○孫田邦彦農林課長 具体的な選定要件について

は定めてないところでございます。今回の行者

菜につきましては、選定した理由といたしまし

ては、今委員からありましたように収益性が高

い作物であって農家の方が栽培管理がしやすい

と、取り組みやすいと、さらには滋養促進とい

うようなことですぐれた健康食品でもあると、

そしてさらには、国内でもまだ生産してるとこ

ろが少ない関係で、ここで生産面積を拡大すれ

ば産地としての地位が確立できるだろうという

ようなことがございまして、支援の対象にして

きたということでございます。 

 いろいろＰＲはやってるんですけども、やっ

ぱりなじみが薄いというようなことで消費者に

受け入れられない部分、あるいはニラとの差別

化をどうするんだというような課題もございま

して、いろんな見本市にも生産者グループのほ

うで頑張っているようでございまして、そうい

うことで商談をしながら、販売、販路を拡大し

ながら生産も拡大していくというようなことで

一生懸命取り組んでおられますので、そのよう

な関係で支援をしてるというような状況でござ

います。 

○蒲生光男委員長 ３番、江口忠博委員。 

○３番 江口忠博委員 希少性とかということも

相まって、長井が国内でも特筆できるような産

地、産地というか一大生産地ですよね、要はね。

産地というのか、になり得るということの判断

があったということでありましょうが、政策の

中に重点作物というふうな言葉が出てくると、

やはり私たちは非常に期待をします、重点作物

というのは。生産者の方々も多分そういう印象

は持たれると思うんですが、重点作物になり得

るための選定要件というのはどこかでつくって

おかないと、その時々のブームとかいうことで、
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一部の生産者かもしれませんが、頑張ってるか

らということでイコール重点作物というふうに

は理解できないんですね。やっぱり戦略的に販

売戦略等々もきちっと構築しながら、これは地

域にとっての生産者の拡大、あるいは生産量の

拡大が地域の経済の拡大になっていくというと

ころまでの、そこまで見据えた上での重点作物

というふうにやっていかないと、やっぱりちょ

っと薄いんじゃないかという気がする、政策と

しては。と思いますんですが、その辺これから

重点作物の選定に当たって、重点作物、あるい

はブランド野菜ということをつくるに当たって、

その辺の考え方、今私が申し上げたことに対し

てどのような感想をお持ちかお聞かせいただき

たい。 

○蒲生光男委員長 孫田邦彦農林課長。 

○孫田邦彦農林課長 重点作物についてはいろん

な考え方がございまして、例えば転作のほうに

おいては枝豆とかアスパラガスとかトマトとか

キュウリとか、そういったある程度栽培しやす

くて市場性があるものを重点作物というような

ことで位置づけしまして、転作の助成金なりを

交付しているところでございます。今回につき

ましては市の単独事業というようなことで、将

来性は非常にあるのでないかというようなこと

で行者菜を選定させていただいてるわけであり

ますけども、そのほかに各農家でこんなことを

やってみたいとか、まずこういうことで頑張っ

てるんだけどもなかなかちょっと支援がないと

大変だとか、そういうようなものがございまし

たらばぜひお話しいただきまして、そういった

作物についても今後検討してまいりたいという

ふうに考えております。 

○蒲生光男委員長 ３番、江口忠博委員。 

○３番 江口忠博委員 ありがとうございます。

隣の商工振興課長の先ほどの雇用創造協議会が

つくっているさまざまな商品開発、ああいった

中にもぜひ加わりながら、行者菜だけではない

と思いますが、農産品の６次化ということをこ

れから本格的にスタートするわけですんで、横

の連携もぜひとっていただきながら、１次産品

だけじゃなくて２次産品まで含めて、重点作物

の可能性ということもこれからぜひ探っていた

だきたいということを強く要望しておきたいと

思いますんで、よろしくお願いいたします。 

 それでは、残り10分になりましたんで、最後

の教育長のほうにちょっとお尋ねをいたします。 

 私はインターネット関係そんなに強くないの

で、多分教育長もそうだというふうなことだと

思いますが、わからない者同士がこういう話を

して果たしていいのかなというのはちょっと若

干気も引けますが、ちょっと気になっているこ

とがありますんで、ちょっとお尋ねをいたしま

す。 

 新年度、小・中学校合わせて1,356万2,000円、

これが教職員用のパソコンの導入に充てられて

おりますが、これ教職員用のパソコン活用の指

導とか管理の方法はどうなっているかというこ

とについてお聞きしようと思います。 

 以前、職員用のコンピューター整備について

は、業者さんからシステムについてもかなり丁

寧な説明があって、そして教員にも指導がある

んだというふうに、これ３年ぐらい前でしたか

ね、そんな説明を受けた記憶があるんですが、

その実態は今どのようになっておるのか、職員

がちゃんと理解をして作業に日々取り組んでお

られるのか、実態のほうをちょっとお聞かせ願

いたいと思います。 

○蒲生光男委員長 加藤芳秀教育長。 

○加藤芳秀教育長 江口委員のご質問にお答えい

たします。 

 教職員対象には、悉皆の研修として教育の情

報化セキュリティー研修というのを実施してお

ります。特に新任の先生方が毎年いらっしゃる

わけですが、新任のときにすぐにこの研修を実

施いたしまして、セキュリティーにかかわるこ
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と、それから情報漏えいの防止にかかわること、

それから情報モラルに関することも含めて、加

えて校務支援ソフトの使用方法等について研修

を実施しております。そのような形で教職員は

しっかりとシステム、それから大事なことを把

握した上で使用しているというふうに認識して

おります。 

○蒲生光男委員長 ３番、江口忠博委員。 

○３番 江口忠博委員 わかりました。危機管理、

リスク管理については、今、市役所にあります

本庁舎の管理体制と同等というふうに理解して

よろしいんですよね。 

○蒲生光男委員長 加藤芳秀教育長。 

○加藤芳秀教育長 はい、セキュリティーシステ

ムもしっかりしておりますし、校務支援ソフト

で特に子供の個人情報等が入っている部分につ

いては、外部につながらないというんですかね、

中に閉ざされたケーブルでつながったシステム

というふうに認識しております。 

○蒲生光男委員長 ３番、江口忠博委員。 

○３番 江口忠博委員 ありがとうございます。 

 学校の現場の中はそれでセキュリティーにつ

いても一生懸命努力されてるということが今伝

わってきたわけですけども、今度は子供たちの

インターネット環境ですね、これへの指導のこ

とでありますが、実際今、学校現場にも、新年

度は小学校には315万9,000円、中学校には236

万3,000円、これが要するにインターネットを

利用したさまざま新しい教育への活用を進めて

いるわけですけども、これ学校では今、子供た

ちは携帯電話なりアイフォンとかスマートフォ

ンとか、そういったものの持ち込みは多分禁止

されているというふうには承知をしていますが、

学校の一旦外にあっては、かなりこれの指導は

ＰＴＡとかのさまざまな講演会も通して、家庭

への指導とか啓発活動ということも行われてる

ということは十分承知をしてますが、これ学校

の教師たちが今のインターネット環境というこ

とをやっぱりかなり熟知をしてないと、学校か

ら子供たちへの指導ということがなかなか厳し

い状況になっているのかなというような気もし

ますが、その辺は実態としてはいかがなもんで

しょうかね。これは情報リテラシーというんだ

そうでありますが、その辺のリテラシーについ

ては教員たちのスキルはどこまで上がっている

のか、ご存じでしたらばちょっとお聞かせくだ

さい。 

○蒲生光男委員長 加藤芳秀教育長。 

○加藤芳秀教育長 子供たちの実態のほうから先

に申し上げてよろしいでしょうか。インターネ

ットに接続できる機器の所有状況を申し上げま

すと、小学生は約60％の子供が所有していると。

中身としては、携帯型のゲーム機、それからパ

ソコン、あるいは携帯、スマホ、これが上位３

種類であります。中学生に至っては90％の子供

さんが所持している。携帯型ゲーム機、それか

ら携帯型音楽プレーヤー、そしてパソコン、こ

のような順位になっているということでありま

す。 

 利用状況から申し上げると、小学生はゲーム

が第１位で、写真、動画を見るが第２位、検索

するが第３位ということで、メールをする子供

さんは9.3％、ＳＮＳの利用、ＬＩＮＥとか、

そういうのを利用してる子供さんは3.3％。５、

６年生から急にふえてくるというような実情で

あります。あと、中学生に至っては、写真・動

画が第１位、音楽が第２位、ゲームが第３位と

いうことで、メールを使っているお子さんが

52％、そしてＳＮＳ、ＬＩＮＥ等を使っている

お子さんが44％ということで、非常に子供たち

のメディアへの環境というのが急速に進んでい

るということで、委員がご心配なされるように、

教職員、保護者も含めて、大人がこういった子

供の実情にしっかりと対応していくということ

が本当に必要になってきているなと。特に教員

にとっては、そういった知識なり情報をしっか
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りと把握して子供たちの情報モラル、情報教育

を行っていくということが本当に喫緊の課題と

して捉えているところであります。これからも

その点については、先ほどのセキュリティー研

修に加えて校内の中で子供対象の研修を実施し

ております。あるいは、子供と保護者に向けて

の情報教育の研修もしておりますので、そうい

った折に教員もあわせてその力をつけていくと

いうことが大切だというふうに思っております。 

○蒲生光男委員長 ３番、江口忠博委員。 

○３番 江口忠博委員 ありがとうございました。

いろいろ調べていただいたようで、感謝したい

と思います。 

 子供たち、携帯型ゲーム機が小学生なんかは

利用が多いということでありましたが、ゲーム

機を使っていてゲームをしていながら自分の個

人的な情報に関したことがすっと漏れていくと

いうことが結構多いんだそうですね。あるコン

ピューターに非常に詳しい方からいろいろ話を

聞きますと、自分ではそことつながっていて別

にゲームをしているだけだという意識はあるん

ですが、第三者、第四者のほうから、例えば私

がやってますと私のアドレスから、あるいは誕

生日、名前、どこの学校かなんていうことも全

て漏れてしまう。漏れてしまうというか、引き

抜くことが簡単にできてしまうという時代らし

いんですよ。なものですから、この辺は、こう

いった機器が普及すればするほど、本当にセキ

ュリティーに関してはいろんな角度から持って

いかなきゃいけない。先ほど申し上げましたよ

うに、ＰＴＡなんかでも一生懸命こういった啓

発活動はしているようであります。学校の現場

でも学年集会も含めて多分やっておられるんで

しょう。警察関係者もそこには学校に赴きなが

ら、子供たちへの危険防止に関してはさまざま

な話をしてくれていますが、まず子供たちの身

近におられる学校の教職員が、ここのところに

ついてはきちっとした情報をとりながら対応し

ていただけるように、日々話題にしていただけ

るように学校現場でもお願いしたいと思うんで

すが、学校の教職員のこの辺についてのスキル

アップについてもう一回、これから研修も含め

て行っていただけるかどうかお答えいただきた

いと思います。 

○蒲生光男委員長 加藤芳秀教育長。 

○加藤芳秀教育長 先ほども申し上げましたけど

も、本当にこの課題については保護者と手をつ

なぎながら早急に対応していかなければならな

いというふうに思っております。そのためにも

教職員はそこをリードしていく必要があると思

いますので、校内の中での会議、研修会の折に

必ず話題にして、子供たちを守っていけるよう

なそういう学校の体制でありたいなというふう

に思っております。 

 加えて、県のＰＴＡ連合会のほうで山形方式

ネットモラルカリキュラムというのを今般つく

っていただいて、それが今、学校のほうにおり

てきているところであります。また、長井市Ｐ

のほうでも、何らかのモラルのための取り組み

を約束づくりをしようじゃないかということで、

今年度の市Ｐの会議の中で話し合われておりま

すし、そういった形で保護者と連携しながら子

供たちを守っていきたいというふうに考えてお

ります。 

○蒲生光男委員長 ３番、江口忠博委員。 

○３番 江口忠博委員 ありがとうございました。

新年度の予算、本当に多くの予算が計上されて

いて、さまざまな施策があるわけですけども、

予算の金額の陰にあるさまざまな課題であると

か状況、現状などもこれから私たち議員は本当

に注意深く観察しながら、さまざまな提案を申

し上げて新年度を迎えたいということをここで

表明させていただいて、質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。 

 

 




